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令和 5 年度福岡市食品衛生監視指導計画に基づき、食品等事業者への監視指導、食品

等の検査、市民及び食品等事業者への情報提供並びに意見交換（リスクコミュニケーシ

ョン）、食品等事業者による自主的衛生管理の推進等を実施しましたので、その結果に

ついて公表します。 

１ 概要                                     

令和 5 年度は、食品等事業者 45,473 施設に対し、延べ 48,061 件の立入検査を

実施しました。また、食品等の抜取り検査（以下「収去検査」といいます。）は、

2,504 検体について、1,470 件の理化学的検査及び 1,034 件の微生物学的検査を行

いました。 

立入検査においては、鶏刺し、鶏のたたき、鶏レバーのレア焼き等の加熱不十分な鶏

肉及び鶏の内臓肉が原因と考えられるカンピロバクター食中毒が多発していることか

ら、鶏肉及び鶏の内臓肉の十分な加熱等についての指導を重点的に行いました。 

 
 
    【参考】監視指導の実施機関 

対象 実施機関 

食品関連施設（中央卸売市場除く） 各区保健福祉センター衛生課 

中央卸売市場 食肉衛生検査所、食品衛生検査所 

 

 

２ 立入検査実績（総数）                              

 

対象施設 施設数 監視件数 

食品衛生法の許可を

要する施設 

飲食店営業 25,136 9,448 

各種販売業 1,412 15,169 

各種製造業等 3,954 2,441 

小計 30,502 27,058 

食品衛生法の届出を

要する施設 

各種販売業 13,318 20,340 

各種製造・加工業 646 54 

集団給食施設 808 272 

上記以外のもの 199 337 

小計 14,971 21,003 

合計 45,473 48,061 

 

 

 

 

Ⅰ はじめに 
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３ 食品等の収去検査結果（総数）                        

食品等の分類 
収去検査 

検体数 

理化学的検査 微生物学的検査 

適 
違反 

※２ 
適 

違反  

※２ 

魚介類及びその加工品 380 160 －  220 －  

肉卵類及びその加工品 1,136 879 1  255 1  

乳類及びその加工品 5 3 －  2 －  

アイスクリーム類及び氷菓 48  6 －  42 －  

穀類及びその加工品 162 52 －  110 －  

野菜類・果実及びその加工品 424 222 2 200 －  

菓子類 177 54 －  123 －  

清涼飲料水 42 12 －  30 －  

上記以外の食品 122 71 －  51 －  

食品以外 ※１ 8 8 －  －  －  

合計 

（うち輸入食品） 

2,504  

（139） 

1,467  

（128） 

3  

（－） 

1,033  

 （11） 

1  

（－） 

※１ 添加物及びその製剤、器具及び容器包装並びにおもちゃ 

※２ 違反の概要は別表（ｐ.17）のとおり 
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  特に重きを置いて推進する施策として設定した、以下の３つの重点事業を実施しまし

た。 

 

１ ＨＡＣＣＰの導入状況の確認をはじめとする法改正への対応                  

平成 30 年６月 13 日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、

原則として全ての食品等事業者が、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施することが義務

化されました。市内食品等事業者に対し、HACCP に沿った衛生管理が適切に実施され

るよう、以下のことを実施しました。 

 

（１）HACCP に沿った衛生管理の実施状況の確認及び導入指導 

① 「HACCP に基づく衛生管理」対象事業者への対応 

HACCP に基づく衛生管理が適切に実施されているか立入検査で確認し、必要に

応じて指導しました。 

       

 

 

 

   
 

 ② 「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」対象事業者への対応 

営業許可申請、施設監視等の機会をとらえ導入指導を行いました。 

  

年度 令和４年度 令和５年度 

対象施設数 29 29 

 導入確認施設数 29 29 

導入率 100% 100% 

年度 令和４年度 令和５年度 

対象施設数 29,830 30,502 

 導入確認施設数 12,174  16,898 

導入率 40.8% 55.4% 

Ⅱ 重点事業の実施結果 
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（２）中央卸売市場鮮魚市場及び青果市場におけるＨＡＣＣＰ支援 

    食品の流通拠点における重点的な取組みとして、平成 29 年度から卸業者等経営

陣へ働きかけ、市場内作業従事者の機運醸成などの視点から、段階的に導入支援を

実施してきました。令和５年度は、講習会、衛生管理計画運用の支援、HACCP に

沿った衛生管理の実施状況の確認等を実施しました。 

   ① 鮮魚市場の取組み 

内容 対象 実績（参加人数等） 

講習会 
卸業者 

仲卸業者ほか 
２回 （64 人） 

衛生管理計画運用の支援 
卸業者 

仲卸業者ほか 
46 施設 

HACCP に沿った衛生管理の

実施状況の確認・改善指導 

卸業者 

仲卸業者ほか 
35 施設 

   

② 青果市場の取組み 

内容 対象 実績（参加人数等） 

講習会 卸業者 ４回 （66 人） 

衛生管理計画運用の支援 
卸業者 

仲卸業者 
35 施設     

HACCP に沿った衛生管理の

実施状況の確認・改善指導 

卸業者 

仲卸業者 
35 施設      

 

（３）食品衛生監視員の資質の向上 

食品等事業者に対して指導を行う食品衛生監視員のＨＡＣＣＰに関する知識・技

術を維持・向上させるため、以下の研修等に職員が参加しました。 

研修等 参加人数 

HACCP に係る助言等を行う食品衛生監視員の養成講習会 6 

対米及び対 EU 輸出水産食品に係る指名食品衛生監視員の

養成講習会 
6 

HACCP 研修（初級） 10 

外部講師を招いた HACCP に関する研修 43 
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２ カンピロバクター及びアニサキス食中毒対策                         

カンピロバクター及びアニサキスによる食中毒は、本市で起こった食中毒のうち大き

な割合を占めており、全国的にも多発していることから、以下のことについて重点的に

取り組みました。 

 

（１）カンピロバクター食中毒対策 

カンピロバクター食中毒の大部分は鶏刺し、鶏のたたき、鶏レバーのレア焼き等の

加熱不十分な鶏肉及び鶏の内臓肉（以下「鶏刺し等」といいます。）が原因であると

考えられることから、以下のことを実施しました。 

① 鶏刺し等を提供する事業者への対策 

立入検査等により、鶏刺し等を提供する危険性を周知し、鶏肉等は十分に加熱し

て提供すること等を指導しました。（令和 5 年度末時点での対象施設：406 施設） 

対策内容 実績 

施設への立入検査による個別の衛生指導 307 施設 

 

② 食肉販売事業者等への対策 

鶏肉を取り扱う食肉販売事業者等（包装済みの食肉のみを取り扱う事業者は除

く。）に対し、加熱が必要な鶏肉には、加熱用である旨を表示や伝票等に記載して販

売するよう指導しました。 

対策内容 実績 

鶏肉の表示等に関する指導チラシの配付 124 施設 

 

③ 若年層に着目した市民啓発の実施 

カンピロバクター食中毒は、２０歳代を中心とした若年層に患者が多い傾向があ

ることから、留学生を含めた若年層に対する周知を行いました。 

対策内容 実績 

市内大学等と連携した啓発パンフレットの配布、

ポスター掲示、メール配信等 
111 校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 6 ~ 
 

（２）アニサキス食中毒対策 

アニサキス食中毒は、アニサキス（寄生虫）が寄生している生鮮魚介類を、虫体除

去等が不十分なまま生で食べることにより起こるため、以下のことを実施しました。 

① 事業者に対する指導 

刺身、寿司等の提供等を行う施設を積極的に把握し、施設への立入検査による個別

の衛生指導を実施しました。また、魚介類販売業等の施設に対して、アニサキスに

関する指導チラシを配付しました。 

対策内容 実績 

施設への立入検査による個別の衛生指導 183 施設 

アニサキスに関する指導チラシの配付 1,439 施設 

 

② 市民啓発の実施 

市政だより、市ホームページ、市公式 SNS 等様々な媒体を活用し、アニサキス

食中毒の予防方法等についての市民啓発を実施しました。 

 

３ 市の特性に合わせた衛生対策                           

（１）屋台の衛生対策（屋台施設数：112 施設） 

市の観光資源である屋台に対し、立入検査等を実施しました。 

対策内容 実績 

屋台への立入検査 339 件  

屋台に特化した講習会 1 回  

    

（２）辛子めんたいこの衛生対策 

市の特産品として全国へ流通する辛子めんたいこ等について、検査結果に基づく

科学的な指導を実施するため、収去検査を実施しました。 

検査対象 収去検体数 違反件数 

辛子めんたいこ、たらこ 36 検体 －  

 

（３）イベントでの衛生対策 

    世界水泳選手権 2023 福岡大会等の食品の提供を伴う大規模イベントについて、

食品が衛生的に取り扱われるよう監視指導を行いました。 
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１ 食品等事業者（中央卸売市場を除く）の監視指導（各区保健福祉センター衛生課） 

食品衛生法、食品表示法、その他関係法令に基づく規格基準、施設基準、管理運営基

準等の順守状況について確認するため、立入検査及び収去検査を実施し、その順守の徹

底を指導しました。 

 

（１）立入検査 

営業の種類や施設の規模、取り扱う食品の種類等に基づいて施設ごとに立入予定

回数を設定することで、効率的・効果的に立入検査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

※ 令和５年度末時点の施設数 

（２）食品等の検査 

① 収去検査 

年間の収去計画に基づき、市内で製造された食品及び市内を流通する食品につ

いて収去検査を実施しました。その結果、2 件の違反を発見し、違反食品の流通

防止及び再発防止のための措置を講じました。（違反の概要はｐ.17）  

収去 

検査検体数 

理化学的検査 微生物学的検査 

適 違反 適 違反 

1,424 426 1 996 1 

 

対象施設 立入予定回数 施設数※ 監視件数 

HACCP に基づく衛生管理の対象施設 

（大規模事業場） 

３年間で 1 回以上 

※HACCP 未導入

施設は年 1 回以上 

29 20 

HACCP の考え方を取り入れた衛生管理

の対象施設 

（飲食店、そうざい製造業、パン製造施設、

その他小規模な事業業） 

※届出施設を除く 
6 年間で 1 回以上 

30,473 12,154  

集団給食施設 

（学校給食、社会福祉施設、病院給食施設、

認可外保育施設、事業所等） 

808 272 

鶏刺し等の提供・販売施設 

年 1 回以上 

406 

（再掲） 

307 

（再掲） 

前年度の食中毒、違反食品等の 

原因施設 

33 

（再掲） 

20 

（再掲） 

上記以外の施設 必要に応じて随時 14,163 1,467 

Ⅲ 監視指導の実施結果 
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② 各区保健福祉センター衛生課の独自計画検査 

各区保健福祉センター衛生課で、それぞれの区の特性及び課題に応じて独自に

テーマを定め、食品の検査、施設の拭取り検査等を実施しました。 

【テーマ一覧】 

区 テーマ 

城南区 市販鶏肉におけるカンピロバクター汚染率の季節変動 

 

２ 中央卸売市場の監視指導                              

食品の流通拠点である鮮魚市場、青果市場及び食肉市場の各卸売市場において監視指

導を実施しました。 

 

（１）鮮魚市場及び青果市場（食品衛生検査所） 

① 立入検査 

せり売り開始前の夜間監視や早朝監視を実施し、有毒・有害な魚介類及び不衛

生な農産物の排除、食品の衛生的な取扱い、適正な食品表示の実施等について指

導を行いました。 

施設数 ※ 監視件数 

140 33,989 

   ※ 令和５年度末時点の施設数 

② 食品等の検査（収去検査） 

市場内を流通する食品について収去検査を実施しました。その結果、1 件の違

反を発見し、違反食品の流通防止及び再発防止のための措置を講じました。（違反

の概要はｐ.17） 

収去検査 

検体数 

理化学的検査 微生物学的検査 

適 違反 適 違反 

223 185 1 37 － 

 

（２）食肉市場（食肉衛生検査所） 

① 立入検査 

と畜場及びと畜場に併設する食肉処理施設に対しＨＡＣＣＰに基づく衛生管

理状況について監視を行いました。 

対象施設 監視件数 

と畜場 161 

と畜場併設の食肉処理施設 161 
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② 食品等の検査 

ア と畜検査及びＴＳＥスクリーニング検査 

搬入される牛及び豚全てについて、と畜場法に基づく検査を実施し、疾病や

異常のある食肉の排除を行いました。また、必要に応じて、牛海綿状脳症対策

特別措置法等に基づく伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ）スクリーニング検査を実施

しました。 

畜種 と畜検査頭数 
ＴＳＥスクリーニング 

検査頭数 

牛 26,202 5 

豚 109,970  

 

イ 収去検査 

治療歴から動物用医薬品の残留が疑われる牛及び豚について、収去検査によ

り残留の有無を確認しました。その結果、1 件の違反を発見し、違反食品の流

通防止のための措置を講じました。（違反の概要はｐ.17）   

収去検査 
検体数 

理化学的検査 
適 違反 

857 856 1 

 

３ 食中毒が多発する時期等における監視指導（一斉監視）                      

気温が高く食品が傷みやすい夏期や、食品等の流通量が増加する年末に、食中毒防止

及び食品表示の適正化を目的として製造施設、大量調理施設、大規模販売店等の一斉監

視を実施し、違反等を発見した場合には指導を行い、改善を図りました。（監視件数等

は再掲） 

 

【実施期間】 

    ・夏期：令和 5 年  7 月 1 日（土）から  7 月 31 日（月）まで 

    ・年末：令和 5 年 12 月 1 日（金）から 12 月 31 日（日）まで 

 

【食品衛生法に関する事項】 

 監視 収去検査 

監視件数 違反件数 収去検体数 違反件数 

夏期 4,578 8 199 － 

年末 4,570 13 165 1 

 

【食品表示法に関する事項】 

 監視 収去検査 

監視件数 違反件数 収去検体数 違反件数 

夏期 523 5 14 － 

年末 608 35 14 － 
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４ 食品表示に関する監視指導

販売店及び製造所に対する立入検査により、適正な食品表示に係る指導を実施しまし

た。併せて、市内を流通する食品について、アレルゲン及び食品添加物に関する収去検

査を実施し、検査結果に基づいて適正な表示をするよう指導を行いました。（監視件数

等は再掲、違反の概要はｐ.17） 

５ 食中毒等健康危害発生時の対応

令和 5 年度の食中毒発生状況は、発生件数 56 件、患者数 305 人でした。原因施設

を特定したものについては、必要に応じて営業停止等の行政処分（10 件）を行い、施

設の消毒、従業員の衛生教育の実施等の指導により、被害拡大及び再発防止を図りまし

た。 

病因物質別では、令和 4 年度に引き続き、令和 5 年度もアニサキス（寄生虫）によ

る食中毒が最多でした。アニサキス食中毒は、アニサキスが寄生した魚介類を虫体除去

等が不十分なまま生で食べることで起こるため、生食用の鮮魚介類を提供する事業者に

対して、目視確認等の対策を徹底するよう指導を行いました。 

また、食中毒以外に感染症も疑われる事例においては、感染症担当部門と連携し、被

害拡大防止のために必要な指導を行いました。 

【病因物質別食中毒発生件数】 

病因物質 発生件数 患者数 

アニサキス 30 30 

カンピロバクター 17 56 

ノロウイルス 4 151 

クドア 2 26 

ウエルシュ菌 1 22 

その他の病原大腸菌 1 19 

その他の細菌 1 1 

合計 56 305 

内容 
実績 

（監視件数、収去検体数） 

食品表示の立入検査 2,266 件 

食品表示に関する収去検査 254 検体 （うち違反件数 1 件） 
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【過去５年度の食中毒発生件数】 

 

  ※ 総発生件数 

 

６ 広域的な食中毒事案への対策強化                           

食品衛生法の規定に基づき設置された国、都道府県等で構成される「九州広域連携協

議会」を活用し、広域食中毒発生時に国、都道府県等と円滑な情報共有、調査協力等が

行えるよう連携・協力体制を確認しました。 
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１ 食品衛生責任者等への講習会の実施                           

  食品衛生責任者を対象に法改正等の情報、食中毒等の発生状況、衛生管理に関する事

項等について講習する実務講習会のほか、食品等事業者を対象とした食品衛生講習会を

対面式及びオンラインで開催しました。 

講習会名称 
対面式 オンライン 

実施回数 受講者数 受講者数 

食品衛生責任者実務講習会 28 255 2,815 

食品衛生講習会（上記以外） 43 1,174 495 

 

２ 給食施設への支援                              

病院、社会福祉施設、学校等の給食施設における食中毒等の事故を未然に防止するた

め、立入検査を実施し、助言等を行いました。 

 

３ 食品衛生指導員への支援                              

  食品等事業者による自主的衛生管理推進のため、公益社団法人福岡市食品衛生協会が

委嘱する食品衛生指導員の養成講習会及び研修会への講師派遣等の支援を行いました。 

 

４ 業界団体との連携                                

  本市の特産品である辛子めんたいこの自主的衛生管理の推進のため、全国辛子めんた

いこ食品公正取引協議会が行う、食品表示の適正化及び衛生管理の向上の取組みを支援

しました。また、辛子めんたいこ表示・衛生管理士認定制度に基づく試験の実施につい

ても、技術的な支援を行いました。 

 

上記のほか、生産者、農協及び福岡市が連携して実施する「農産物の安全・安心推進

事業」の取組みの一つとして、出荷前の市内産農産物について残留農薬検査を実施しま

した。 

検査対象 検査検体数 実施機関 

野菜、果実 76 検体 食品衛生検査所 

Ⅳ 食品等事業者による自主的衛生管理の推進 
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１ 市民及び食品等事業者への情報提供                           

  食中毒の発生状況、違反食品の発見状況、一斉監視、収去検査の結果等の食品衛生に

関する事業の実施結果を市ホームページで公表しました。また、生活衛生情報誌「暮ら

し上手のヒント」、市政だより、Facebook、市公式 LINE 等様々な媒体を活用し、食の

安全に関する情報を広く提供しました。 

市民に対して、出前講座、バザー実施者向け講習会、保健所での検診を利用した講習

会等の機会を捉えて食品の安全性に関する情報提供を行い、食品衛生に関する知識の普

及を図りました。 

 

  【市民向け講習会実施結果】 

 実施回数 受講者数 

出前講座等 23 1,176 

バザー講習会 29 1,086 

保健所での検診を利用した講習会 43 533 

その他の市民向け講習会 35 1,033 

計 130 3,828 

 

２ 意見交換（リスクコミュニケーション）                               

 （１）福岡市食の安全安心推進協議会 

    消費者、食品等事業者、学識経験者及び行政関係者による「福岡市食の安全安心

推進協議会」を令和 5 年 12 月に開催し、本市の食の安全確保に関する施策につ

いての意見を伺い、施策へ反映しました。なお、年２回の開催を予定していました

が、台風により１回は中止となりました。 

    過去の議事の概要は福岡市ホームページでご覧いただけます※。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

Ⅴ 市民及び食品等事業者への情報提供及び意見交換 

  ※                   で検索 福岡市食の安全安心推進協議会 
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 （２）各課独自の事業 

    各課で独自に食品衛生に関するテーマを定め、市民参加型等の事業を実施しまし

た。 

 

  【各課の主な事業】 

 事業内容 実施状況 

東区 

大学生向けカンピロバクター食中

毒予防啓発 
食中毒予防講習会実施 ５回（233 名） 

保育園職員と園児保護者を対象に

ノロウイルス予防チラシの配付 

ノロウイルス予防チラシの制作配付 

（約 100 保育園、約 10,000 枚） 

博多区 会社員のための健康情報定期便 

２回チラシ発行、約 900 事業所に印刷物

及び電子データで送付、ホームページに掲

載 

中央区 

子ども向け手洗い教室 １回（約 17 名） 

保育園、幼稚園、調理専門学校等

への食中毒予防啓発 

食中毒予防のチラシやパンフレット等の

配布（中央区内 69 か所、延べ 7,420 枚） 

食物アレルギー事故の防止啓発 

食物アレルギー事故防止のための啓発動

画を作成し、YouTube 福岡チャンネルで

配信 

南区 

大学生向けカンピロバクター食中

毒予防啓発 

学内メール配信、学内ポスター掲示 

（南区７大学 約 7,200 名） 

ため蔵食ゼミ 

区民向け講座 1,010 人（15 回） 

事業者向け講座 86 人（９回） 

（内５回はオンライン講座） 

X（旧 Twitter）配信 13 回 

城南区 
食とくらしのリスクコミュニケー

ション 

①食のわくわく体験（小中学生と保護者

５組 11 名） 

②「栄養」と「食中毒予防」に関する啓

発チラシを作成、健診等で配布、ホー

ムページ掲載 

③手洗いチラシ及びオリジナルハンカチ

を区小学１年生に配布、小学校等での手

洗い教室実施（20 回、632 名） 

④大学と共働で製作した手洗い啓発の紙

芝居の改訂、配付、ホームページ掲載 

デジタル紙芝居の改訂、放映、配信 

⑤手洗い及び衛生に関する動画の放映、 

配信 
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早良区 

手の洗い残しゼロチャレンジ ９回（延べ 614 名） 

食とくらしの安全塾～お家ででき

る衛生チェック～ 
小中学生と保護者 10 組 

西区 

高校生向け食の安全安心スクール 食品衛生講座 ３回（106 名） 

保育施設及び保護者向け食中毒予

防啓発動画作成 

ノロウイルス感染症・食中毒予防啓発

動画を作成し、YouTube 動画広告、

西区ホームページやフェイスブック、

市福岡チャンネルなどSNS 等を活用し

て、食に関する正しい情報を発信 

食品衛生

検査所 

高校生を対象とした課題検討型リ

スクコミュニケーション（課題解

決案の実施） 

１回（26 名） 

市場の施設見学等（食品衛生検査

所の役割の周知） 

20 回（984 名） 

食肉衛生

検査所 

市場の施設見学（食肉衛生検査所

の役割の周知） 

３回（13 名） 
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食品衛生監視員、と畜検査員等の資質の向上を図るため、各種の研修を実施すると

ともに、厚生労働省等が行う外部研修に職員を派遣しました。 

 

【本市が実施した研修一覧】 

実施時期 研修会名 受講人数 

6/8、9 新任食品衛生監視員研修会 23 

7/7 食品衛生研究発表会 17 

8/17、18 新任食品衛生監視員技術研修会 29 

9/14 
自然毒・化学物質等による主な食中毒を想定した模擬訓練事前

研修 
18 

11/14 食品衛生監視員フグ鑑別講習会 17 

2/14、16、

20、21 
HACCP 研修（初級） 10 

1/25、3/7 外部講師を招いた HACCP に関する研修 43 

 

【外部研修一覧】 

実施時期 研修会名 受講人数 

6/28、29 食品安全行政講習会（厚生労働省） 1 

6/30 食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会（厚生労働省） 1 

7/6、7 都道府県等食品表示担当者研修（消費者庁） 1 

9/7 
九州地区食品衛生監視員協議会研修会 

（九州地区食品衛生監視員協議会） 
2 

10/2～20 食品衛生危機管理研修（国立保健医療科学院） 1 

10/19、20 
全国食品衛生監視員研修会 

（厚生労働省、全国食品衛生監視員協議会） 
1 

2/27～29、 

2/28～3/1 

ＨＡＣＣＰに係る助言等を行う食品衛生監視員の養成講習会

（長崎県・鹿児島県） 
6 

2/27～29、 

2/28～3/1 

対米及び対 EU 輸出水産食品に係る指名食品衛生監視員の養成

講習会（長崎県・鹿児島県） 
6 

1/23 食肉及び食鳥肉衛生技術研修（厚生労働省） 2 

1/24 食肉及び食鳥肉衛生研究発表会（厚生労働省） 2 

3/5 全国ブロック別食品安全担当職員研修会（消費者庁） 1 

3/13、14 
地方公共団体等食品安全担当者研修会 

（消費者庁・内閣府食品安全委員会事務局） 
5 

Ⅵ 食品衛生に係る人材の育成及び資質の向上 
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【別表】 収去検査で発見した違反の概要 

 

 

食品の種類 違反の内容 発見した実施機関 

鶏肉ジャーキー E.coli を検出 博多保健所 

かつおな 
基準値を超える残留農薬（ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ）を

検出 
食品衛生検査所 

牛の腎臓 
基準値を超える動物用医薬品（ｾﾌｧｿﾞﾘﾝ）を

検出 
食肉衛生検査所 

豆腐 遺伝子組換えに関する不適切な表示 中央保健所 



令和６年６月 28 日 公表 

福岡市保健医療局生活衛生部食品安全推進課 

  〒810-8620 

福岡市中央区天神１－８－１ 

  ＴＥＬ０９２－７１１－４２７７ 

  ＦＡＸ０９２－７３３－５５８８ 
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